
決算書掲載頁　433

内
訳

要介護（要支援）認定申請者に対し、日常生活動作（ＡＤＬ）や問題行動の状況などの、認定に必要な調査を実施し、要
介護（要支援）認定の公平性を確保する。

認定調査員の研修を開催し、認定調査の標準化を図る。
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新規申請、区分変更申請は市役所職員等により、実施するようにしている。また、更新申請においても、2年～2年11か
月に市役所職員が調査を行っていない場合は、市役所職員が調整を行っている。
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要介護（要支援）認定申請者に対し、調査員の所属する居宅事業所（介護保険施設）には、認定調査を委託しないように
し、毎回事業者を替え、要介護（要支援）認定の公平性を確保する。
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事業：認定調査等事業                                

１．認定調査事業 

要介護・要支援認定申請者に対し、日常生活動作や問題行動の状況などの認定に必要な調査を実施し、要介護・

要支援認定の公平性を確保した。 

 

細事業：認定調査等事業                            

１．認定調査事業 

 要介護認定事務について、認定調査の公平・公正の観点から、更新申請などの従来の委託調査に加え、新規申請

は市が調査を行った。 

      ・主治医意見書作成料      ２７，００１，８００円 

      ・介護認定調査等業務委託料   １３，４１７，４２５円 

            市内   ２７事業所 

            市外   ６０事業所   計８７事業所 

      ・認定調査（委託）（但し１９件は他市に委託）  ３，６７０件 

      ・市認定調査員                 ２，５１５件 

 

 

 

 

 

 


